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三重県立病院の医業未収金回収業務委託にかかる企画提案コンペに関する質問に対する回答  三重県病院事業庁県立病院課 

Ｎｏ 資料名 項目 質 問 内 容 回  答 

１ 業務委託仕様書 ４ 委託業務の内容等 

(１) 委託対象とする 

未収金 

委託予定債権の病院ごとの詳細をご教示く

ださい。 

① 初回委託予定債権の件数、金額 

 

 

② 初回委託予定債権の未収発生からの期間

（３年未満、５年未満、５年以上等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下は令和７年 12 月末時点で把握できている数

字です。 

① こころの医療センター：63件、9,801千円 

一志病院      ：21件、  555千円 

志摩病院      ：59件、9,853千円 

② 【３年未満】 

こころの医療センター：４件、 175千円 

一志病院      ：３件、  ９千円 

志摩病院      ：なし 

【３年以上５年未満】 

こころの医療センター：４件、 243千円 

一志病院      ：15件、 223千円 

志摩病院      ：なし 

【５年以上】 

こころの医療センター：55件、9,384千円 

一志病院      ：３件、  324千円 

志摩病院      ：59件、9,853千円 

 端数処理のため、合計が①と合わない場合があり

ます。 

 

 

 



２ 

 

Ｎｏ 資料名 項目 質 問 内 容 回  答 

③ 初回委託予定債権のうち、新規委託債権

の件数、金額 

③ 初回委託予定債権のうち、新規委託予定債権は

現時点においては未定ですが、令和５年度～令

和７年度の期間中で、初回委託以降に新規委託

した債権は 36件、500千円です。 

 

２ 業務委託仕様書 ４ 委託業務の内容等 

(２)業務内容 ア 

 訪問は、弁護士判断での実施でよろしいでし

ょうか。 

 

 訪問実施に係る基準はありませんので、弁護士が

必要と判断した場合に訪問を実施することで問題

ありません。 

 

３ 業務委託仕様書 ４ 委託業務の内容等 

(２)業務内容 ウ・エ 

 

住民票の取得や相続人調査は、弁護士判断で

の実施でよろしいでしょうか。 

 

 住民票等の取得や相続人調査に係る基準はあり

ませんので、弁護士が必要と判断した場合に実施す

ることで問題ありません。 

 

４ 業務委託仕様書 ４ 委託業務の内容等 

(２)業務内容 カ・キ 

送金や報告業務の期限を「翌月の 10日まで」

から「翌月５営業日まで」に選定後に協議する

ことは可能でしょうか。 

「翌月の 10 日まで」の範囲で送金及び報告業務

を行っていただくこととしておりますが、週休日や

祝日等の日数が通常月よりも多く、翌月 10 日まで

に当該業務が行えない場合については、協議により

「翌月５営業日まで」に変更することは可能です。 

 

 


